
－ 制 定 ・ 改 廃 の 概 要 － 
 
 

条例・規則名   東京都環境影響評価条例施行規則の一部を改正

する規則 

公布年月日・番号 平成１４年７月３日・東京都規則第２１５号 

 

１ 概要 

  東京都環境影響評価条例の一部を改正する条例（平成 14 年東京都条例第

127 号）により事業段階環境影響評価手続を見直したことに伴い、関係規定を

改める。 
  主要な改正事項は、次のとおりである。 

①  高層建築物、住宅団地及び自動車駐車場の対象事業の規模要件（別表

第 1） 
②  調査計画書省略に係る特定の地域、対象事業及び標準となる環境影響

評価項目（第 5 条から第 8 条まで） 
③  環境影響評価項目の整理・統合（第 9 条） 

 

２ 施行期日 

  公布の日（平成１４年７月３日） 

 

３ 問い合わせ先 

   環境局都市地球環境部環境影響評価課調整係 
   直通電話 ０３（５３８８）３４４０     
   都庁内線 ４２－７６１ 


